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後期高齢者医療相談・ 指導業務委託仕様書 

 

１  業務名 

令和７ 年度 第 26 号 後期高齢者医療相談・ 指導業務 

 

２  業務の目的 

本業務は、 多剤重複処方者を主な対象者と し 、 レセプト 情報から 抽出し た被保険者に対し 、 医療

専門職（ 保健師・ 看護師等） によ る 服薬及び日常生活への指導等を実施し 、 必要に応じ て、 かかり

つけ薬剤師への相談やお薬手帳の適正な使用を促すこ と で、 多剤・ 重複処方を解消し 、 被保険者の

健康の保持・ 増進及び医療費の適正化を図る 。  

 

３  委託期間 

  契約日から 令和８ 年３ 月 31 日ま で 

 

４  業務概要 

 （ １ ） 訪問によ る 指導業務 

    受託者は、 静岡県後期高齢者医療広域連合（ 以下「 委託者」 と いう 。） から 提供さ れた対象者

のも と を訪問し 、 対面にて、 服薬及び日常生活への指導等を実施する 。  

 （ ２ ） 電話によ る 健康相談業務 

受託者は、 委託者が別途通知し た対象者及び（ １ ） にて訪問によ る 指導が実施でき なかった対

象者から 、 健康相談を希望する 旨を受電し た場合、 電話にて服薬及び日常生活への健康相談等を

実施する 。  

 （ ３ ） 結果の集計、 分析、 報告 

受託者は、 上記（ １ ）（ ２ ） の結果を集計、 分析し 、 委託者に報告する 。  

 

５  業務内容 

（ １ ） 医療専門職の訪問によ る 服薬及び日常生活への指導について 

ア 対象者 

委託者が所定の条件によ り 対象者を抽出し 、 最大 100 件の対象者データ を受託者に渡す。  

イ  訪問に係る 意義の説明 

はじ めに、委託者から 提供さ れた服薬データ に基づき 、対象者の服薬に対する 問題点を分析し

た上で、 訪問し た経緯及び目的等を説明し 、 理解を得る こ と 。  

ウ  現状の把握と 指導 

おく すり 問診票（ 資料３ ） 及び評価シート （ 資料４ ） を用いて対象者の現状を把握し 、 おく す

り 問診票（ 資料３ ） 及び評価シート （ 資料４ ） に基づく 、 対象者に合わせた指導を行う こ と 。  

（ ２ ） 医療専門職の電話によ る 健康相談について 

ア 健康相談の実施体制 

（ ア） 通知対象者等から の受電によ る 健康相談を実施する にあたり 、専用のフ リ ーダイ ヤル回線を
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敷設し 、 医療専門職（ 保健師・ 看護師等） を１ 人以上配置する こ と 。  

   （ イ ） 原則と し て、 土・ 日・ 祝日・ 年末年始休暇を除く 平日の午前９ 時から 午後０ 時及び午後１  

時から 午後４ 時の間受付をする こ と と し 、 詳細は、 協議の上決定する こ と 。  

   （ ウ ） 最大で３ か月間受付する こ と と し 、 開始日及び終了日は、 協議の上決定する こ と 。  

イ  対象者 

委託者が通知し た多剤服薬者（ 最大 5, 000 人を想定） に対し て、電話によ る 健康相談を案内し

ている ため、 対象者から 電話があった際に健康相談を実施する こ と 。  

ウ  現状の把握と 指導 

おく すり 問診票（ 資料３ ） 及び評価シート （ 資料４ ） を用いて対象者の現状を把握し 、 おく す

り 問診票（ 資料３ ） 及び評価シート（ 資料４ ） に基づく 、対象者に合わせた健康相談を行う こ と 。  

（ ３ ） 結果の集計、 分析、 報告 

ア 結果の集計 

訪問によ る 指導及び電話によ る 健康相談を実施後は、おく すり 問診票（ 資料３ ） 及び評価シー

ト （ 資料４ ） に基づき 、 対象者ごと にその結果を記録する こ と 。  

イ  分析、 報告 

上記の結果を集計、 分析し 、 上記の記録を添えて、 委託者へ電子データ で報告する こ と 。 その

集計等は、 委託者が指定する シート に原則 Excel データ で作成し 、 市町ごと にファ イ ルを分け

て報告する こ と 。 その他詳細については、 委託者と 受託者で協議し た上で決定する 。  

 

６  業務実施のための条件 

（ １ ） 訪問指導員及び電話相談員の確保等 

ア 訪問指導員及び電話相談員は、当該業務の目的や内容から 専門的な医療・ 健康指導関係等に精

通し た医療専門職（ 保健師、 看護師等） の資格を有する 者を１ 名以上確保する こ と 。  

イ  訪問指導員及び電話相談員の当該資格の免許証の写し を、 訪問が始ま る 日の前日ま でに委託

者へ提出する こ と 。  

ウ  事業の途中で訪問指導員及び電話相談員を追加し た場合は、 追加し た者の当該資格の免許証

の写し を、 遅滞なく 委託者へ提出する こ と 。  

 （ ２ ） 訪問によ る 指導を実施する 際の注意事項 

      ア  服薬訪問事業マニュ アル（ 資料１ 、 資料２ ） に則り 、 指導を実施する こ と 。  

   イ  訪問によ る 指導の回数について、原則、１ 人の対象者につき １ 回の訪問によ る 指導を行う 。た

だし 、 ２ 回目の訪問によ る 指導を要する と 訪問指導員が判断でき る 事情がある 場合は、 ２ 回目

の訪問によ る 指導を行っても 差し 支えない。 こ の場合において、 ５ ( ３ ) の記録に当該判断を行

った理由を記載する こ と 。  

   ウ  訪問し たが対象者が不在、ま たは、対象者から 拒否さ れる 等によ り 、指導が実施でき なかった

場合は、 委託者が指定する 書類（ 資料３ 、 資料５ 、 資料６ ） をポス ト 等に差し 置く こ と と し 、 電

話によ る 健康相談へ促すこ と 。その場合、訪問によ る 指導を実施し た者と は別に、委託者が指定

する 方法で記録する こ と 。  

   エ 訪問時、 対象者ま たは訪問指導員に急変や危険が生じ た場合は、 受託者の組織内で速やかに
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連絡が取れる 体制を確保する と と も に、 速やかに委託者に報告する こ と 。  

 

７  個人情報保護等 

個人情報等の取扱いについては、 契約を取り 交わす「 個人情報の保護に関する 取扱仕様書」 及び厚生

労働省が策定し た「 医療・ 介護関係者における 個人情報の適切な取り 扱いのためのガイ ダンス 」 を遵守

する 。  

ま た、 個人情報を含むデータ の提供は、 鍵付き のケース に記録媒体を格納し て直接授受する か、 物流

事業者が提供する セキュ リ ティ 便（ サービス ） を利用し て記録媒体を授受する 。  

 

８  苦情対応 

被保険者等から の苦情や要望等については、 受託者が速やかに対応し 、 必要に応じ て委託者に報告 

する も のと する 。  

 

９  費用負担 

（ １ ） 訪問によ る 指導に係る 経費 

訪問によ る 指導を実施し た対象者１ 人につき 要し た経費の全てについて、 契約書に記載し た単

価に実施し た人数を乗じ て得た金額を支払う 。  

ただし 、訪問し たが対象者が不在、ま たは対象者から 拒否さ れる 等によ り 指導が実施でき ず、委

託者が指定する 書類を差し 置く こ と と し た対象者については、 上記の単価に 30/100 を乗じ た金額

（ 小数点以下切り 上げ） に人数を乗じ て得た金額を支払う 。  

（ ２ ） 電話によ る 健康相談に係る 経費 

電話によ る 健康相談の実施にあたり 、 上記５ （ ２ ） の体制に要し た経費の全てについて、 契約

書に記載の単価に実施し た月数を乗じ て得た金額を支払う 。  

なお、 委託者及び受託者が協議の上決定し た開始日及び終了日によ り 、 １ 月に満たない期間に

ついては、 １ 月と みなし て計算する 。  

（ ３ ） 結果の集計、 分析、 報告に係る 経費 

訪問によ る 指導及び電話によ る 健康相談を実施し た対象者に係る 結果の集計、分析、報告に係る

経費の全てについて、 契約書に記載の単価に実施し た人数を乗じ て得た金額を支払う 。  

（ ４ ） その他の経費 

上記のほか、事業実施にかかる 経費（ 打ち合わせやデータ 提供に係る 送料等） は全て受託者の負

担と する 。  

 

10 その他 

（ １ ） 受託者は、 委託業務の一部又は全部を第三者に再委託又は譲渡し てはなら ない。 ただし 、 あら か

じ めその委託内容を明ら かにし た書面によ り 委託者の承諾を受けたと き はこ の限り ではない。  

（ ２ ） 受託者は業務委託契約の締結後、成果品納入ま での作業ス ケジュ ールを速やかに提出する こ と 。  

（ ３ ） 本仕様に定めのないこ と や本仕様に疑義が生じ た場合には、 委託者、 受託者協議の上、 決定する

こ と 。  
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（ ４ ） 本業務を行う ために使用し たデータ については、 業務完了後、 ５ 年間保管する こ と 。  

（ ５ ）（ ４ ） のデータ の廃棄を行う 際には、 事前に委託者に連絡する こ と 。  

（ ６ ） 個人情報を取り 扱う ため、 秘密の保持等には細心の注意を払う こ と 。 ま た、 成果物は個人情報が

記載さ れた重要書類である こ と から 、 運搬時には、 紛失・ 盗難・ 破損防止等の措置を講ずる こ と 。

ま た、 委託業務を実施する に当たり 、 財団法人日本情報処理開発協会認定によ る プラ イ バシーマー

ク 制度の認定、 I SMS( I SO/I EC27001) の認定、 又は、 こ れら に準ずる 公的な資格の認定を受けている

こ と 。  

（ ７ ） 件数はあく ま で予定件数であり 、件数を下回る 場合であっても 、単価を変更する こ と なく 契約単

価にて支払う こ と 。  

（ ８ ） 感染症の感染拡大に十分注意し 、感染予防の対応を徹底する と と も に、すべての従事者の健康管

理に留意する こ と 。  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

服薬訪問事業マニュアル 

 
 

(令和７年10月27日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県後期高齢者広域連合 
 

                                         

資料１  



 

        服薬訪問事業マニュ アル 
 

１  事業の目的 

当事業は、 多剤・ 重複処方者を 主な対象者と し 、 静岡県後期高齢者広域連合（ 以下、

広域連合と する ） よ り 委託を 受けた事業者の医療専門職（ 保健師・ 看護師等） によ る 個

別訪問指導を行い、 対象者の状況を 把握し 、 必要に応じ て、 かかり つけ薬剤師への相談

やお薬手帳の適正な使用を 促すこ と で、 多剤・ 重複処方を 解消し 、 被保険者の健康の保

持・ 増進及び医療費の適正化を 図る 。  

  

２  事業の対象者 

   服薬に関し て指導が必要だと 思われる 後期高齢者 

  （ 対象者の抽出については、 広域連合が実施）  

 

３  訪問の手順 

 （ １ ） 訪問 

「 訪問実施の流れ」 に沿っ て行う 。 訪問は予告なし に実施する ため、 必ず事前に身分

証明書を提示し 、 対象者の理解が得ら れる よ う 訪問の意図を丁寧に説明する 。  

     

  ア 訪問対応でき た場合 

   「 おく すり 問診票」 「 く すり の副作用チェ ッ ク 」 「 評価シート 」 ※1を 記載し 状況を  

   確認。 対象者の服薬アド ヒ アラ ンス の確認、 困り 事、 副作用の有無等の身体に与え 

   る 影響、残薬の有無を 聞き 取り 、対象者自身が適切な服薬を 意識でき る よ う に指導、  

   助言を 行う 。  

    お薬手帳の活用、 かかり つけ薬局や薬剤師への相談に繋がる 声かけを 行う 。  

 

  イ  対応でき なかっ た場合 

 対象者宅に資料を おいてく る ため（ 自宅のポス ト へ投函） 住所の確認は入念に 

行う こ と 。 ま た投函資料に対象者の記名はし ない事と する 。  

 

 （ ２ ） 訪問後の対応 

  ア 訪問対応でき た場合 

    評価シート を持ち帰り 、 市町ごと に報告書を 作成し 広域連合に提出 

   

  イ  対応でき なかっ た場合 

    不在対応し た根拠資料（ 投函し た資料を 携帯で写真を取る など し て残す資料） と     

    と も に、 市町ごと に報告書を 作成し 広域連合に提出    

 

４  契約料、 その他の費用の額 

   契約書参照 

 

５  秘密の保持 

 （ １ ） 訪問ス タ ッ フは業務上知り 得た対象者又はその家族の秘密を保持する 。  



 

  

 （ ２ ） 対象者又はその家族の個人情報について、 「 個人情報の保護に関する 法律」 及び 

    厚生労働省が策定し た「 医療・ 介護関係事業者における 個人情報の適切な取扱い 

    のための、 ガイ ダンス 」 を 遵守し 、 適切な取扱いに努める 。  

 

６  緊急時・ 事故発生時の対応 

 訪問時、 対象者に急変が生じ た場合や事故が発生し た場合は、 速やかに必要な処置 

を講じ る と と も に（ 受託者の担当者） に連絡、 （ 受託者の担当者） は広域連合に連絡

する 。  

 

 ７  衛生管理等 

     訪問ス タ ッ フは健康状態について自己管理に努め、 対象者への感染防止を 図る 。  

 

 

 

引用・ 参考文献 

※１  

 多種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド 

 厚生労働科学研究費補助金 長寿科学政策研究事業 薬学的視点を踏まえた自立支援・重度 

 化防止推進のための研究（22GA1005）研究班編集，研究代表者 国立長寿医療研究センター  

 溝神文博 
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評価シート 資料４

記載者 (           ) 確認欄

性別 生年月日               年  月  日 □

□

□

□

□

□

□

□

□

経口薬内服方法 □ 経口（  錠剤 ）   □ 経口（  粉砕 ）    □ 経管（  粉砕・ 簡易懸濁 ） □

経口補助剤 □ ゼリ ー □ その他（          ） □

内服困難な剤形 □ 散剤     □ 水剤 □

内服介助 □ 必要なし □

飲み忘れ □ 頻繁（ 5割以上忘れる ） □

服薬意欲 □ 服薬意欲あり  □ 服薬意欲なし □

睡眠状況 □

睡眠障害 □熟眠障害 □

聴覚 □

視覚 □

味覚 □異常なし   □異常あり □

摂食方法 □経口  □経管栄養 □静脈栄養 □

食事回数
□

□ その他（                      ）

食欲 □ なし □

移動 □

転倒 □

排尿回数 1日＿＿＿回 （ 日中＿＿＿回 夜間＿＿＿回）

排尿障害 □

排便障害 □

特記事項 □

□ あり （ □目が回る 感じ  □フ ワ フ ワ ・ ユラ ユラ し ている よ う な感じ  □立ち眩み）

1日   回 （ 朝 ・  昼 ・  夕）

間食:   週に（   毎日 ・  4-6日 ・  1-3日 ・  ほと んど なし  ・  なし   ）

居住形態 □ 独居 □ 同居 （          ）

特記事項

記載日: 　 　   　 年　 　 月　   日

おく すり

問診票の

対応番号

氏  名 男 ・  女

かかり つけ薬局

おく すり 手帳

現在の症状

□ なし □ あり （                              ）

□ なし □ あり （  □１ 冊にま と めている  □複数冊所持し ている  □電子版利用 ）

調剤方法

表

副作用歴

□□ 配薬BOXセッ ト 交付 □ 服薬カレ ンダーセッ ト 交付

別包の薬剤:

□

□ PTPのみ □ 一包化 □ 部分一包化

□ 必要なし □ ト ロ ミ

□ なし □ カプセル □ OD錠 □ 大き い錠剤

□ なし □ 時折（ 8割以上飲めている ）

□ なし □ あり （                               ）

アレ ルギー歴 □ なし □ あり （                               ）

一般用医薬品・ サプリ メ ン ト □ なし □ あり （                               ）

□ 一部介助（  □ 見守り  □ 開封が必要 ） □ 全介助

特記事項

①

②
睡眠

夜間睡眠:     時間（   時～  時） 午睡:     時間（   時～  時）   □不規則

□ なし □ 入眠困難 □ 中途覚醒 □ 早朝覚醒

睡眠薬
□ なし □ あり

③

、

表

7

認知・

感覚器機能

認知機能
□ 異常なし     □ 認知機能低下あり         □認知症あり

□

左: □異常なし  □異常あり               右: □異常なし  □異常あり

左: □異常なし  □異常あり               右: □異常なし  □異常あり

特記事項 □

摂食嚥下機能     □ 異常なし    □ 異常あり （          ）

□

口腔内残薬      □ なし            □ あり （          ）

 むせ           □ なし            □ あり （          ）

水分ト ロ ミ         □ 不要           □ 要（ □ 薄い □中間 □濃い）

特記事項 □

□
定期薬:               服薬:

特記事項 □

口腔内乾燥      □ なし            □ あり  （          ）

⑤

⑥

歩行・

運動機能

□自立  □見守り   □一部介助  □全部介助

移動形態:  □独歩 □杖 □車椅子 □その他（      ）

ふら つき
□ なし   

□

転倒歴 □なし  □あり

骨折歴 □なし  □あり

特記事項 □

④

⑨

⑩

、

表

7

・

8

食事・

口腔ケア

食事形態
□ 常食  □ 軟食 □ ゼリ ー食 □ ミ キサー食

□

□ あり

摂食嚥下

口腔機能

□ なし  □ あり （ 便秘・ 下痢・ 便失禁・ 残便感・ 腹部膨満感・ その他（          ） ）

排尿・ 排便障害治療薬 □

⑦

⑧
排泄

排泄状況 □
排便回数 1日＿＿＿回 （ 日中＿＿＿回 夜間＿＿＿回） ま たは、 週に   回

□ なし  □ あり （ 頻尿・ 尿漏れや失禁・ 残尿感・ 尿意切迫感・ その他（        ） ）

□ なし □ あり



   



令和   年   月   日
様

静岡県後期高齢者医療広域連合

本日は、 あなたが服薬している お薬について 420-0851 静岡市葵区黒金町59番地の7

処方さ れている お薬の量や種類が適切か ニッ セイ 静岡駅前ビル３ 階

多量のお薬や効果が重複している お薬によ って体調に変化がないか 054-270-5526（ 直通）

お話を お聞き する ために訪問し ま し たが、 ご 不在でし た。

静岡県後期高齢者医療広域連合は、 静岡県内に住む７ ５ 歳以上の人と 、 一定の障がいがある と 認定さ れた

６ ５ 歳以上７ ５ 歳未満の人が加入する 後期高齢者医療保険の運営を 、 県内すべての市町と 共同で運営している 団体です。

同封の「 おく すり 問診票」 を ご記入の上、

裏面のご案内に沿ってご対応く ださ い。

裏面も お読み

く ださ い。



次の①から ③の中で、 希望する 今後の対応についてお選びく ださ い。

□ 「 お薬手帳」 を持っていま すか？

手元に複数ある 場合は、 １ 冊にま と めま し ょ う 。 そう する こ と で、 お薬の重複やも ら いすぎを

防ぐ こ と ができ ま す。

お薬手帳に記載していない市販薬や健康食品、 サプリ メ ント などを 摂取している 場合は、 メ モ

しておき ま し ょ う 。

□ 飲み忘れや飲み残しで余っている お薬があり ま すか？

飲み忘れてし ま っ たお薬や、 自己判断で飲むのを やめてし ま っ たお薬が余っていれば、 持って

いき ま し ょ う 。

□ 最近の体調の変化はあり ま すか？

お薬が合わなかっ たり 、 副作用が出ている 可能性があり ま すので、 気になる 症状などを 薬剤師

に伝えま し ょ う 。

電話番号 ０ １ ２ ０ －〇〇〇ー△△△

（ フ リ ーダイ ヤルなので通話料はかかり ま せん）

受付時間 　 ９ ： ０ ０ ～１ ２ ： ０ ０

１ ３ ： ０ ０ ～１ ６ ： ０ ０

（ 土・ 日・ 祝・ 年末年始除く ）

受付期間 令和７ 年〇月〇日～令和８ 年△月△日

事業受託先 ●●●（ 株）

【 ご注意く ださ い】

・ こ の健康相談は、 病気の治癒を目的と して実施する も のではなく 、 現在の健康状態や生活習慣、 服薬の状況

などを 踏ま えて、 健康に過ごしていただく ために助言等を する こ と を 目的と して実施しており ま す。

・ 電話回線の利用状況によ り 、 電話が繋がら ない可能性があり ま す。 その際は、 し ばら く 時間を おいてから

おかけ直し く ださ い。

・ 上記の受付時間及び受付期間以外は、 電話が繋がり ま せんので御了承く ださ い。

③
電話によ る 健康相談を希望する 場合は、 下の電話番号にお電話く

ださ い。

お電話の際は、 「 おく すり 問診票」 を ご 記入の上、 お薬手帳を ご用意く ださ い。

薬剤師に相談する 前に…

普段よ く 利用している 薬局や信頼でき る 薬局の薬剤師に、 お薬の

こ と を相談して、 「 かかり つけ薬剤師」 を見つけま し ょ う 。
①

② 再訪問を希望する 場合は、 下の電話番号にお電話く ださ い。

再訪問の日程を調整いたし ま す。

お電話の際は、 あなたのお名前、 お住いの市（ 町） 、 再訪問を 希望する 日時を お伝えく ださ い。



      
     　 　静岡県薬剤師会

公益社団法人   




